
留学生（申請者） 

      所定の支給日に学生証を持って協会事務所で助成金の支給を受けます。 

      ※急用で取りにこられない場合は必ずご連絡ください。 

       

 

平成 28年度高松市私費外国人留学生国民健康保険料助成手続きの流れ 

 

                                                     (公財)高松市国際交流協会 

           

          (留学生（申請者） 

７月上旬高松市役所から国民健康保険料納付通知が届いたら市役所の窓口または 

銀行等の金融機関で納付した後、在籍する大学等の窓口で様式第１号の国民健康保 

険料助成申請書をもらい、必要事項を記入の上、学生証と国民健康保険料領収書の 

コピーを添え大学等に提出する。 

 

※ ２０１７年３月７日を持って平成２８年度の助成金申請を締切ります。その以降、受付 

できませんので予めご了承ください。 

 

                               

 

 

               

大学等 

受給資格の有無を審査のうえ、書類一式（様式 2 号の推薦書類、様式１号の保険料 

助成申請書、申請者の学生証と国民健康保険料領収書のコピー）を推薦締切日まで

当協会に送ります。 

  

 

 

 

           高松市国際交流協会 

         大学等の長からの推薦をもって受給者の決定といたします。 

助成金額を計算、支出を決裁します。 

                 

             

 

 

 

 

 

 

 

       〒760-0070 高松市番町１丁目 11-63 

香川国際交流会館（アイパル）内  

公益財団法人高松市国際交流協会 TEL087-837-6003 FAX087-837-6005 


